
１.見積目的

２.見積範囲

　は単価を記載すること。

　いるため、あくまで参考とし、必要な職種・人役を記載すること。

３.見積条件
（１）工　 事 　名：御部ダム　県単　取水スクリーン更新工事（第３期）
（２）工 事 場 所 ：島根県浜田市三隅町黒沢地内外
（３）施工予定期間：令和８年８月下旬～令和９年３月中旬
（４）見積有効期限：令和９年３月３１日
（５）見 積 工 種 ：機械設備
（６）施工予定数量：別添の特記仕様書、参考図面、参考資料を参照。
（７）施工条件及び現場条件：別添の特記仕様書、参考図面、参考資料を参照。
（８）図　　　　面：別添の参考図面を参照。
（９）その他見積に必要となるもの：

別添の特記仕様書、参考図面、参考資料を参照。

４.見積にあたっての留意事項
　　本工事は、島根県が定める「建設工事積算基準(第１巻)総則及び、国土交
　通省機械設備工事積算基準」を積算基準とする。

（１）労務費
　　　労務の職種は、『建設工事積算基準　第１巻　総則　第１６章　積算上
　　の統一事項等　②労働者職種別定義・作業内容」よるものとする。
　　　労務単価は、令和８年３月１日の「公共工事設計労務単価表」による。
　　　ただし、「公共工事設計労務単価表」に掲載のない職種により歩掛を構
　　成する場合は、その職種及び労務単価を記入すること。

（２）機械経費
　　　歩掛を構成する上で、必要な場合は計上すること。

（３）材料費
　　　歩掛を構成する上で、必要な場合は計上すること。

（４）間接工事費
　　　見積工種に係る直接工事費の歩掛と不可分である間接工事費の歩掛で積
　　上げ計上が必要な場合には、併せて見積書に記入すること。

（５）島根県週休2日工事
　　　本工事は、島根県週休２日工事の対象工事であるため、月単位の週休２日
　　（４週８休以上）の現場閉所を行うものとして、以下の補正を行うこと。

御部ダム　県単　取水スクリーン更新工事（第３期）

共通仮設費率 現場管理費率労務費
1.04 1.02 1.03 1.05

　　なお、見積記入例及び見積特記仕様書の施工工程表にある作業日数、労
　務費の職種・人員構成は、特記仕様書の内容から想定される例を記載して

見積条件書

　　御部ダム取水スクリーンの撤去および更新に必要な工事費積算のため。

　　製作原価以外の全て（見積記入例の赤囲部）に関する必要な歩掛、また

　　　また、見積に使用する職種、人員構成は貴社が決定すること。

機械経費（賃料）



（６）その他
　　　歩掛の決定にあたっては、県設定単価及び物価資料価格等にあるものは
　　その単価を使用することを承知おくこと。

５.見積に対する質問の取扱い
　　　この見積依頼に対する質問がある場合は、令和８年５月２９日（金）
　　　１７時までに、別添質問様式により提出すること。

６.見積書提出部数

７.その他
　　　提出様式は任意だが、極力記載例に沿った内容とすること。
　　　記入欄は、必要に応じて加除すること。
　　　宛名は「島根県浜田河川総合開発事務所長」とすること。

　　１部



御部ダム 県単 取水スクリーン更新工事（第３期）特記仕様書 

 

(1) 適用範囲 

本特記仕様書は、島根県土木部浜田河川総合開発事務所から工事を請け負う者が実施

する御部ダム 県単 取水スクリーン更新工事（第３期）（以下「工事」という。）に適

用する。 

本工事は、本特記仕様書によるほか「島根県公共工事共通仕様書」に基づき実施する

ものとする。 

 

(2) 工事の目的 

本工事は、島根県土木部浜田河川総合開発事務所が管理する、御部ダムの取水設備に

おいて、スクリーンの更新を実施、設備の機能を回復・維持することを目的とする。 

 

(3) 準拠基準 

・島根県土木工事共通仕様書     ・ダム・堰施設技術基準（案） 

・ダム・堰施設検査要領（案）    ・ゲート点検・整備要領（案） 

・日本工業規格（ＪＩＳ）      ・その他関連法規、基準 

 

(4) 計画全般 

１）本工事は老朽化し劣化の見られる取水設備用スクリーンの交換作業を実施するものとす

る。取替作業にあたっては、隣接する既設の取水施設等に障害や損傷を与えない計画と

する。 

２）安全かつ確実に作業が実施できる計画を立案する。 

３）施工にあたっては、事前にダム湖貯水位を EL+95.00ｍ近傍まで低下させた状態で施工を

行うものとする。（発電の水利用により EL+95.00ｍまで低下させる予定） 

４）交通船はダム所有船を貸与可能とする。燃料は満タンにして返却するものとする。 

５）排水ポンプ用発電機等への給油方法については、係留場所でのポンプ台船上での給油と

する。 

６）現地着手可能時期（台船搬入・組立作業開始）は洪水期（6/16～9/30）を除く期間とす

る。また、スクリーン製品は本工事にて製作するため、現地着手前に製作に取りかかる

必要がある。 

７）作業時間は原則 8:00～17:00 とし、夜間・休日等は発電の水利用による水位維持を行う

ため、作業員巻き込み等の事故が起きないよう、企業局へ作業開始・終了の連絡を密に

行うものとする。 

８）取替作業にかかるポンプ排水作業日数は 12 日間を想定している。なお降雨等による急激

な水位上昇等により計画工程が遅延する場合等、水位調節にかかる排水ポンプの稼働日

数の増減及び、資機材の供用日数の増減等は変更の協議対象とする。また、資機材等の

荷卸し場（安養寺管理道）における水位変動に対応する作業構台等の設置等についても

変更の協議対象とする。 

９）各台船の係留方法については、堤体へアンカーや係留ロープで係留することを原則とす

る。 

 

 

 

 

 

 



(5) 対象施設仕様 

表 1 工事範囲 

設 備 対 象 施工内容 

表面取水 

設備用 

スクリーン 

スクリーン 

(上から1段目部) 

(1)対象設備 

・スクリーン（上から 1段目部 5 枚）  １式 

 

(2)仕様 

・形式：ＦＲＰ製固定式バースクリーン 

・設置数：一連 

・全体設置高：18m(EL+81.900～EL+100.000m) 

・本工事対象設置高：6m(EL+97.000～EL+100.000m) 

・バーピッチ：純間隔 50mm 

・設計水位差：1.0m 

・設計基準：ダム・堰施設技術基準(案) 

 

(3) 施工対象外 

・スクリーン（上から 2～6 段目部） 

・受桁(SS400 製) 

 

 

 

 

 

 

 



(6) 輸送計画 

 

(a) 概要 

輸送は、製作工場よりトラックを使用した陸上輸送とし、据付工程に合わせた計

画輸送を行う。 

(b) 輸送経路 

工 場 → 一般道、国道、県道→ 現 場（御部ダム） 

(c) 輸送制限 

輸送上の制限基準は下表の通りとし、製品の分割はその範囲内で行う。 

 

表 2輸送上の制限値 

項  目 
本工事における 

制  限  値 

車 両 制 限 令 

一般的制限 特認可能限度 

  幅   (B)      3.5m      2.5m      3.5m 

高  さ (H)      4.3m      3.8m      4.3m 

長  さ 

(L) 

単車     13.2m 
    12.0m 

    13.2m 

連結 17.0m  17.0m 

総 重 量 

(W) 

単車     20.0tf     20.0tf     25.0tf 

連結 (40.0tf)     20.0tf   (40.0tf) 

軸    重     10.0tf     10.0tf     10.0tf 

輪  荷  重      5.0tf      5.0tf      5.0tf 

最小回転半径     12.0m     12.0m     12.0m 

 



(d) 輸送車両 

搬入輸送上の使用車輌及び台数を下記の表 3 に示す。 

 

表 3 搬入輸送車両 

積載品名 
積載重量 

(ton) 

最大寸法（mm） 
車輌規格 台数 

幅 高さ 奥行 

バースクリーン 1.8 2974 2558 150 4ｔトラック 1 台 

台船(1/2) 12.0 2050 980 5000 15ｔトラック 4 台 

台船(2/2) 6.0 2050 980 5000 11ｔトラック 1 台 

曳き船 10.0 3357 2440 9052 
20ｔ中低床 

トレーラ 
1 台 

資機材(1/3) 10.2 5120 1995 2350 11ｔトラック 1 台 

資機材(2/3) 5.1 3800 2600 1800 11ｔトラック 1 台 

資機材(3/3) 2.5 1500 900 700 4ｔトラック 1 台 

 

(a) 輸送荷姿 

輸送荷姿図を次頁以降に示す。 



 

 
 

 
図 1 バースクリーン輸送荷姿図



 

 
 

 
図 2 組み立て式台船輸送荷姿図（１／２）



 

 
 

 
図 3 組み立て式台船輸送荷姿図（２／２）



 

 
 

 
図 4 作業船輸送荷姿図



 

 
 

 
図 5 資機材輸送荷姿図(1/3)



 

 
 

 
図 6 資機材輸送荷姿図(2/3)



 

 
 

 
図 7 資機材輸送荷姿図(3/3) 



 

 
 

(7) 施工要領 

 

(a) 施工手順 

工場製作

現場工事

作業用台船・荷台船
・ポンプ台船

搬入組立，設置

維持放流ポンプ設置

既設スクリーン搬出
（荷台船利用）

新設スクリーン搬入
（荷台船利用）

新設スクリーン据付

完成検査

作業用台船・荷台船・
ポンプ台船撤去・搬出

資機材搬入，設置

台船曳航

ポンプ台船係留

維持放流
ポンプ撤去

完了

輸送

作業台船係留

既設スクリーン撤去

作業台船
係留解除

資機材撤去・搬出

 
図 8 施工手順 



 

 
 

(b) 施工場所 

搬入場所は安養寺管理道を使用する。 

現地までのルートは図 1に示すように、貯水池内を台船及び船舶にて曳航搬入す

る。貯水池内の流木止めは通船ゲートを経由する。 

 

 
出典：国土地理院   

図 1搬入ルート 

 

 
図 2施工箇所 

 

資材搬入路 
（安養寺管理道） 

曳航ルート 

流木止め 

御部ダム管理所 

施工現場 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 安養寺管理道湖面周辺状況写真（撮影時の貯水位 EL=91.45ｍ） 



 

 
 

施工要領 

 

(i) 施工準備 

作業台船（組み立て式台船×12 基）、荷台船（組み立て式台船×3 基）、ポンプ台

船（組み立て式台船×3 基）、機材を用いて以下の手順に則り準備を行う。 

①15t 及び 11t トラックで作業台船・荷台船・ポンプ台船、20t セミトレーラで作

業船を搬入する。 

②25t ラフテレーンクレーンにて作業台船・荷台船・ポンプ台船を湖面上に吊り下

ろして組み立てる。 

③組み立てた作業台船上に、自走式リフト車、クレーン、資機材を荷卸しする。 

④組み立てた荷台船には既設スクリーン、新設スクリーンを搬出・搬入用として

利用する。 

⑤ポンプ台船に維持放流用の水中ポンプ、発電機、資機材等を設置する。 

⑥ポンプ台船、作業台船、荷台船を常用洪水吐き呑口部周辺まで曳航し、ポンプ

台船をアンカーや係留ロープで堤体と係留する。 

⑦維持放流用水中ポンプ、堤頂道路に配置した 13t ラフテレーンクレーンにて排

水用ホースを常用洪水吐き呑口部に設置し、維持放流排水を行う。 

⑧作業台船、荷台船を現地周辺まで曳航し、アンカーや係留ロープで堤体と係留

する。 

 

(ii) 既設スクリーン撤去・搬出 

①既設スクリーンの施工前状況を記録する。 

②既設スクリーン固定用ボルトのケレンを実施する。 

③工具によるボルトの外し作業を行い既設スクリーンの解体・撤去を台船上クレ

ーン、自走式リフト車を使用して行う。 

④ボルト固着箇所は切断を行い、撤去する。 

⑤解体した既設スクリーンは荷台船に仮置きする。 

⑥既設スクリーンを荷台船にて輸送し、資機材搬入路まで曳航し撤去する。 

 

(iii) 新設スクリーン搬入・据付 

①新設スクリーンの搬入確認を搬入路近傍で実施する。 

②新設スクリーンを荷台船に搬入し、現地まで曳航する。 

③既設スクリーン受桁のうち、スクリーン取付面のケレンを実施する。 

④新設スクリーンの据付を台船上クレーンにて実施する。 

⑤固定用ボルトの締込み確認、据付状況の確認を実施する。 

⑥計測等実施し、自主検査を行う。検査に際しては、絶縁ボルト・ナットの効果

を確認するため、気中部の絶縁抵抗試験を実施する。 

⑦完成検査を実施する。 



 

 
 

 

表 3スクリーン更新吊り込み対象機材重量 

対象品目 単品最大重量 

撤去品 既設スクリーン中央部 0.96t 

既設スクリーン傾斜部 0.58t 

既設スクリーン端部 0.21t 

新設品 スクリーン中央部 0.65t 

スクリーン傾斜部 0.39t 

スクリーン端部 0.14t 

 

表 4 2.89t カニクレーン MC-305C-2 相当品 定格総荷重表 

メーカーカタログより抜粋
 

 

(iv) 作業台船・荷台船・ポンプ台船、機材撤去 

①作業台船・荷台船の係留を解き、ポンプ台船設置場所まで曳航する。 

②維持放流ポンプを撤去する。台船すべてを搬入路まで曳航し、資機材撤去を行

う。 

③作業台船、荷台船、ポンプ台船を解体し、50t ラフテレーンクレーンにて陸上輸

送車両に吊り込みを行う。 

④15t 及び 11t トラックで作業台船・荷台船、20t セミトレーラで作業船 11t 及

び 4t トラックで資機材を搬出する。 

 



 

 
 

 
図 4作業用台船設置



 

 
 

 
図 13 施工中機器配置

 



 

 
 

 
図 7施工中側面図

 



 

 
 

 
図 8維持放流用排水ポンプ設置

30ｍ×3 本 

φ350×3 



 

 
 

 
図 5維持放流用排水ポンプ側面 

30ｍ×3 本 

φ350×3 



 

 
 

(c) 使用機材 

使用する資機材は以下のとおりである。 

表 6 作業台船積載物重量表 

使 用 機 材 数 量 台船積載 備 考 

組立式台船 2.05m×5.0m×0.98m 12 基 －  

エアーコンプレッサー  1 台 0.5t 25HP 低騒音型 

エンジンウェルダー 1 台 0.5t 230A 

発動発電機 1 台 0.7t 25kVA 

船外機付 FRP 作業船 1 隻 － 100ps 

50t ラフテレーンクレーン 1 台 － 低騒音型 

13t ラフテレーンクレーン 1 台 － 低騒音型 

20t 中低床セミトレーラ 1 台 － 作業船運搬用 

15t 輸送用トラック 5 台 － 台船運搬用 

11t 輸送用トラック 4 台 － 製品、資材運搬用 

4t 輸送用トラック 1 台 － 台船運搬用 

2.98t カニクレーン相当品 1 台 3.9t スクリーン撤去・据付用 

自走式ブームリフト 1 台 4.6t 9.0m 

仮設ハウス 1 棟 0.6t 20 型 

仮設トイレ 1 棟 0.4t 簡易水洗 

雑機材 1 式 0.8t 工具類，工具箱,燃料等 

係留資材 1 式 0.3t  

工事用連絡車両 1 台 － ライトバン等 

通勤用車両 1 台 － ワゴン車等 

台船積載物総重量 － 12.3t  

 

表 7 荷台船積載物重量表 

使 用 機 材 数 量 台船積載 備 考 

組立式台船 2.05m×5.0m×0.98m 3 基 － 荷台船用 

新設バースクリーン 一式 1.8t FRP 製 

既設バースクリーン 一式 2.6t 鋼製 

係留資材 一式 0.1t  

台船積載物総重量 － 4.5t  

注記：荷台船上には一時的にすべてのスクリーンが載荷される可能性が有るので、新設品、

撤去品すべてを対象とした。 
 



 

 
 

表 8 ポンプ台船積載物重量表 

使 用 機 材 数 量 台船積載 備 考 

組立式台船 2.05m×5.0m×0.98m 3 基 － ポンプ台船用 

排水ポンプ 3 台 1.8t φ350×3 

発動発電機 1 台 2.6t 150kVA 

分電盤 1 面 0.1t 100A×3 台用 

ポンプ仮設用鋼材 1 式 1.5t H 鋼等 

ポンプ仮設用資材 1 式 0.2t チェンブロ等 

雑機材 1 式 0.2t 工具類，工具箱,燃料等 

係留資材 1 式 0.1t  

台船積載物総重量 － 6.5t  

 

(d) 移動式クレーンの設置許可、届け 

本件で採用する移動式クレーンは「クレーン等安全規則」による「設置報告」に

該当する容量(3.0t 未満)である。設置報告は購入時の報告であり、台船に載荷した使

用に際しての報告は不要である。3t 以上の移動式クレーンを台船に載荷する場合は、

移動方式の変更と扱われ、許可申請を要する。 

表 5 クレーン等の設置に関する諸規則 

 
 

(e) 台船積載重量 

組立式台船単体総排水量 ：W5.0×D2.05×H0.98m 

≒10.0m3 → 総排水量 10.0t 

組立式台船単体自重  ：3.0t 

組立式台船単体許容積載重量 ：(10.0t-3.0t)×0.5＝3.5t 

(自重を控除した積載量の 50%とする) 

自重による吃水  ：0.29m 

 

表 10 台船積載重量 

台船名 隻数 許容積載重量 積載予定重量 積載時吃水 空荷時吃水 

作業台船 12 
42t 

(＝3.5t×12) 
12.3t 0.39m 0.29m 

荷台船 3 
10.5t 

(＝3.5t×3) 
4.5t 0.44m 0.29m 

ポンプ台船 3 
10.5t 

(＝3.5t×3) 
6.2t 0.49m 0.29m 

 

 

 

 










